
1｜横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表 

横浜市建築基準法施行細則 新旧対照表    （施行日：令和２年４月１日） 

現 行 改 正 案 

別表第１ 

(ア) 
(イ) 

図書の種類 明示すべき事項 

（(1)の項から(13)の項まで省略） 

(14) 条 例 第

16 条 の

規 定 が

適 用 さ

れ る 建

築物 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） 

条例第16条

第２項（条

例第23条の

４第２項及

び条例第49

条第２項に

おいて準用

する場合を

含む。）の規

定が適用さ

れる建築物 

各階平面図 （省略） 

（省略） 

政令第112条第17項に規定する

区画に用いる壁の構造 

（省略） 

政令第112条第19項に規定する

準耐火構造の防火区画を貫通す

る風道に設ける防火設備の位置

及び種別 

給水管、配電管その他の管と政

令第112条第19項に規定する準

耐火構造の防火区画とのすき間

を埋める材料の種別 

別表第１ 

(ア) 
(イ) 

図書の種類 明示すべき事項 

（(1)の項から(13)の項まで省略） 

(14) 条 例 第

16 条 の

規 定 が

適 用 さ

れ る 建

築物 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） 

条例第16条

第２項（条

例第23条の

４第２項及

び条例第49

条第２項に

おいて準用

する場合を

含む。）の規

定が適用さ

れる建築物 

各階平面図 （省略） 

（省略） 

政令第112条第18項本文に規定

する区画に用いる壁の構造 

（省略） 

政令第112条第20項に規定する

準耐火構造の防火区画を貫通す

る風道に設ける防火設備の位置

及び種別 

給水管、配電管その他の管と政

令第112条第20項に規定する準

耐火構造の防火区画とのすき間

を埋める材料の種別 
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２面以上の断面図 政令第112条第19項に規定する

準耐火構造の防火区画を貫通す

る風道に設ける防火設備の位置

及び種別 

給水管、配電管その他の管と政

令第112条第19項に規定する準

耐火構造の防火区画とのすき間

を埋める材料の種別 

（省略） （省略） 

（(15)の項から(21)の項まで省略） 

(22) 条 例 第

23 条 の

４ の 規

定 が 適

用 さ れ

る 建 築

物 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

条例第23条

の４第１項

第１号イの

規定が適用

される建築

物 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

政 令 第

112 条 第

14項に規

定する竪
たて

穴部分を

有する建

築物 

政令第112条第14項

の規定に適合するこ

との確認に必要な図

書 

政令第112条第14項に規定する

国土交通大臣が定める建築物の

竪穴部分に該当することを確認

するために必要な事項 

（省略） （省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） 

（(23)の項から(80)の項まで省略） 

（備考省略） 

２面以上の断面図 政令第112条第20項に規定する

準耐火構造の防火区画を貫通す

る風道に設ける防火設備の位置

及び種別 

給水管、配電管その他の管と政

令第112条第20項に規定する準

耐火構造の防火区画とのすき間

を埋める材料の種別 

（省略） （省略） 

（(15)の項から(21)の項まで省略） 

(22) 条 例 第

23 条 の

４ の 規

定 が 適

用 さ れ

る 建 築

物 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

条例第23条

の４第１項

第１号イの

規定が適用

される建築

物 

（省略） 
（省略） 

（省略） 

（省略） （省略） 

政 令 第

112 条 第

15項に規

定する竪
たて

穴部分を

有する建

築物 

政令第112条第15項

の規定に適合するこ

との確認に必要な図

書 

政令第112条第15項に規定する

国土交通大臣が定める建築物の

竪穴部分に該当することを確認

するために必要な事項 

（省略） （省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） 

（(23)の項から(80)の項まで省略） 

（備考省略） 


